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大規模小売店舗立地法関連手続きの流れ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１
か
月
以
上
前 

２
か
月
以
内 

（公告・４か月間縦覧） 

（公告・１か月間縦覧） 

事前相談書の提出 

市より事前相談書に対する指摘事項等の通知、

説明会開催回数等の通知 

新増設等の届出《法５条・法６条》 

届出者による住民等への説明会開催《法７条１項》 

４
か
月
以
内 

８
か
月
以
内 

市協議会 

市の意見《法８条４項》 

手続終了 

あり（公告・１か月間縦覧） 

なし 

当該届出を変更する旨の届出又は変更しない旨の通知《法８条７項》 

（届出者による自主的対応策の提示） 

市の勧告《法９条１項》 
なし 

手続終了 

あり（公告） 

届出者による必要な変更に係る届出《法９条４項》 

当該届出が勧告に従っていない場合 公表《法９条７項》 （公告） 

２
か
月
以
内 

市協議会 

１
か
月
以
内 

事前協議 

概要説明 

※渋滞緩和措置等の協議 
 

※新増設等の届出から８か月経過せずとも 
新設あるいは変更可能 

【関係課への意見照会】 

【関係課への意見照会】 

【学識経験者及び関係課の出席】 
 

【関係課の出席】 
 

【学識経験者及び関係課の出席】 
 

【関係課への意見照会】 
 

【関係課への意見照会】 

出店計画書の届出 

６
か
月
前 

２
か
月
以
内 

出店計画書の説明会 

・地域貢献計画書の届出 

・地域貢献に関する窓口の設置 

（窓口設置届出書の提出） 

４
か
月
以
内 

地域貢献計画書の説明会 

「大型店の立地に関するガイドラ

イン」に基づき必要となる手続き 

「大規模小売店舗立地法」及び「熊本市大規模小売

店舗立地法運用要綱」に基づき必要となる手続き 

地域貢献に関する協議会の設置 

２
年
後 

３
か
月
後 

１
年
後 

地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 

地域貢献に関する協議会の開催 

 
 

届出予定者より上記指摘事項等への回答の提出 

地元住民等の意見提出（任意）《法８条２項》 

市より学識経験者の意見聴取 

 

届出者による説明会開催計画書の提出 

１
週
間
以
上
前 

届出者による説明会等実施状況報告書の提出 

１
０
日
以
内 

（公告・４ヶ月間縦覧） 

※
新
増
設
等
の
８
か
月
制
限 

※
新
増
設
等
の
２
か
月
制
限 

（公告・４ヶ月間縦覧） 

市協議会 【学識経験者及び関係課の出席】 

１
か
月
以
内 

※市の勧告に対する「届出者による必要な変更に係る届出」がなされない場合も公表。 

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

説明会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

出店後速やかに 

協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

協議会結果報告書の提出 

※市ＨＰ等で公表 

※市ＨＰ等で公表 

市より学識経験者の意見聴取 

 

市より学識経験者の意見聴取 

 

※既設の特定大型店は事実発生後、速やか
に届出及び窓口の設置 

協議会結果報告書の提出 

市より近隣市町（１km圏内）への情報提供 

届出者による説明会開催公告《法７条２項》 
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1 
ドラッグコスモス小山店 

市の意見案と考え方 

  新 設  

 1.店舗名称：ドラッグコスモス小山店                             

 2.所 在 地：熊本市東区小山一丁目３７３番 外 

 3.届出内容：新設 

(1) 設置者：株式会社コスモス薬品（福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号） 

(2) 新設年月日：令和６年１０月１日 

(3) 店舗面積：１，０７７㎡ 

(4) 駐車場台数：４２台 

(5) 駐輪場台数：８台 

(6) 荷さばき施設面積：３６㎡ 

(7) 廃棄物保管施設容量：１２．４５㎥ 

(8) 営業時間：午前９時００分～午後１０時００分 

(9) 駐車場利用可能時間帯：午前８時３０分～午後１０時３０分 

(10)荷さばき可能時間帯：２４時間 
 

4. 手続き 
状況 

 

 

 

 

※１１０ｔト

ラックの入出

庫は、平日は

８：００まで、

休日は７：００

まで。 

      

      

     ※

２トラックの

入出庫は、平日

 届出日 縦覧期間 市の意見通知期限  

 

 

令和６年１月２９日 令和６年２月９日～令和６年６月９日 令和６年９月２９日 

 

5.意見等 

○：あり 

×：なし 

住 民 等 
学識経験者 

（内野委員） 

学識経験者 

（荒井委員） 

学識経験者 

（磯田委員） 

 

 

 

 

 

× ○ × ○ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

県警交通規制課 危機管理課 生活安全課 地域教育推進課 環境政策課 

○ × × × ○ 

水保全課 事業ごみ対策課 商業金融課 都市政策課 みどり政策課 

× ○ × × × 

交通企画課 自転車利用推進課 建築指導課 開発指導課 市街地整備課 

× × × × × 

都市デザイン課 
土木総務課 

（東区土木センター） 

○ ○ 

       

【資料１－１】 

意見等総数 

１５件 



６.関係課等による指摘事項に対する設置者の回答及び本市意見としての取扱

Ⅰ.設置者、建物等の概要　

　指摘事項なし

Ⅱ.「大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針」に基づく確認項目

 １.駐車需要の充足等

担当課 熊本県警察本部交通規制課

指摘事項

交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関と協議の上、
必要な対策を講じること。

（理由）
交通の安全と円滑のため

設置者回答
オープンに伴って来店車両により周辺道路の交通流に変化が生じ、周辺地域の生活道路に渋
滞等の影響が生じた場合には、関係機関と協議を行い、必要な対策を講じてまいります。

留意事項として付記

→（1）

 ２.騒音の発生に係る事項

担当課 環境政策課

指摘事項

熊本県生活環境の保全等に関する条例に定める騒音の特定施設である室外機の圧縮機（原動
力の定格出力が2.25ｋW以上のもの）の設置が予定されていますので、設置工事の開始日の30
日前までに、同条例第44条第1項に基づく騒音特定施設の設置届を提出してください。

(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第41条第1項に定める騒音の特定施設である室外機の
圧縮機（原動力の定格出力が2.25ｋＷ以上のもの）の設置が予定されているため。

設置者回答 騒音特定施設の設置届を設置する30日前までに提出いたします。

記載しない。

担当課 環境政策課

指摘事項

熊本県生活環境の保全等に関する条例における規制基準（5～10分程度の測定時間における
騒音評価量90%レンジ上端値）の遵守及び騒音による近隣の生活環境が損なわれることのない
よう努めてください。また、近隣の住民から苦情があった場合は、適切な対応をお願いいたしま
す。

(理由)
熊本県生活環境の保全等に関する条例第3条及び熊本市公害防止条例第3条に基づき、事業
者は事業活動に伴う公害を防止する責務が生じるため。

設置者回答
規制基準を遵守し、周辺地域の生活環境の保全に努めます。
開店後、苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意をもって対応いたします。

留意事項として付記

→（2）

担当課 事業ごみ対策課

指摘事項

消費期限内に販売できず、廃棄処分となる可能性のある食品がある場合については、フードバ
ンク活動団体等に提供していただくなど、食品ロス削減の取組にご協力をお願いします。

【理由】
本市では、「食品ロスの削減の推進に関する法律」に基づく食品ロス削減推進計画において
2000年度比で2030年度までに半減を目標に掲げ取組を推進しており、また、同法において、事
業者は、食品ロス削減に積極的に取り組むことが求められているため。

設置者回答 食品ロス削減に取組みます。

記載しない。

 ３.廃棄物に係る事項等

取 扱

4

1

取 扱

取 扱

2

3

取 扱

2
ドラッグコスモス小山店



担当課 事業ごみ対策課

指摘事項

熊本市事業系廃棄物の減量化及び再資源化に関する指導要綱に基づき、廃棄物減量・リサイク
ル責任者を選任し、廃棄物減量・リサイクル計画書を作成して本市に提出してください。

【理由】
事業系廃棄物の減量化及び再資源化を推進することにより、資源循環型社会の構築に資するこ
とを目的として上記要綱を定め、取組を推進しているため。

設置者回答 多量排出事業者に該当するかについては、事業ごみ対策課に確認します。

記載しない。

 ４.街並みづくり等への配慮等

担当課 学識経験者

指摘事項
熊本市緑地の保全及び緑化の推進に関する条例のとおり、緑化計画面積（186.01㎡）は緑化目
標面積｛敷地面積2929.36㎡×（1-指定建蔽率0.6）×緑化率0.2＝234.35㎡｝以上としてください。
また、緑化に当たっては、芝生などの草本に限らず樹木（高木・中木・低木）を植栽してください。

設置者回答
緑化目標面積　敷地面積2929.36㎡×（1-指定建蔽率0.7）×緑化率0.2＝175.76㎡　を満たす緑
化を計画しております。
管理上、芝生張りとしており、市へ緑化計画提出済です。

留意事項として付記

→（3）

担当課 学識経験者

指摘事項 緑地面積は熊本市の条例にあっていますか。

設置者回答 上記のとおりです。

留意事項として付記

→（3）

担当課 学識経験者

指摘事項 カラーの立面図をお願いします。

設置者回答 提出します。

記載しない。

担当課 都市デザイン課

指摘事項

当該案件については、令和5年6月23日に景観法に基づく大規模行為届出が提出されています。
なお、届出内容に変更がある場合は、再度、大規模行為届出を提出してください。

（理由）
上記に該当する場合は、景観法に基づく届出が必要なため。

設置者回答 変更がある場合は、変更届出を提出します。

記載しない。

担当課 都市デザイン課

指摘事項

建物及び敷地内に屋外広告物を追加で設置若しくは変更する場合は、都市デザイン課と事前協
議を行い、必要に応じて許可申請を行ってください。

（理由）
上記に該当する場合は、屋外広告物法に基づく許可申請が必要なため。

設置者回答 屋外広告物許可申請を行います。

記載しない。

9

取 扱

10

取 扱

5

取 扱

7

取扱

6

取 扱

8

取扱
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担当課 東区土木センター総務課

指摘事項

西側道路のセットバック部分については、市への寄付を検討いただきたい。

（理由）
今後の一体的な道路の維持管理を行うため。

設置者回答 市への寄付は致しません（借地のため）。

記載しない。

担当課 東区土木センター維持課

指摘事項

カーブミラーの移設工事

（理由）
交通を阻害しない道路部分への移設

設置者回答 用地の提供は可能です。

記載しない。

担当課 東区土木センター維持課

指摘事項

現場打側溝の改良（出入口、セットバック部分）

（理由）
供用後のがたつき防止等のため

設置者回答
乗入部は管理者と協議し施工します。道路後退部分に側溝はありません。また既存道路部分は
店舗では利用しないため改良は行いません。

記載しない。

担当課 東区土木センター維持課

指摘事項

セットバック部分の舗装工事

（理由）
市道部分との一体的な管理のため（寄付をいただくことが前提）

設置者回答 寄付はできませんが、道路後退部分は舗装仕上げします。

記載しない。

担当課 東区土木センター総務課・維持課

指摘事項

セットバック部分の市への寄付についてはあくまで任意となりますが、今後の市道としての一体
的な維持管理の観点から、当該部分についての市への寄付をご検討いただきたいと、東区土木
センターとしては考えています。
これまでの協議の中で、カーブミラーの隅切り部分への移設やセットバック部分の舗装をお願い
したのも、寄付後の一体的な維持管理をイメージしてのものでした。
もし、ご寄付をいただくことが難しい場合は、再度、今後の道路部分の維持管理について協議を
お願いいたします。

設置者回答 市への寄付は致しません（借地のため）。

留意事項として付記

→（4）

　指摘事項なし

13

取 扱

Ⅲ.その他指摘事項

14

取 扱

15

取 扱

11

取 扱

12

取 扱
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7.市の意見(案) 

 

【大規模小売店舗】 

 

ドラッグコスモス小山店 

 

 

 

【市の意見】 

 

届出に対する市の意見はなし。 

 

 

 

【留意事項】 

 

(1) 交通渋滞等周辺道路に影響を及ぼす状況が生じた場合には、速やかに関係機関 

と協議の上、必要な対策を講じること。 

 

（2）熊本県生活環境の保全等に関する条例における規制基準の遵守及び騒音による 

近隣の生活環境が損なわれることのないよう努めること。また、近隣の住民から 

苦情があった場合は、適切な対応を講じること。 

  

（3）緑化実施に当たっては、芝生やフェンス緑化だけでなく、可能な限り樹木（高 

木・中木・低木）を植栽すること。 

 

（4）出入口部分やセットバック部分等の今後の維持管理について、適宜関係機関と 

協議の上、適切な対応を講じていくこと。 

 

                                  

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

                                     

   



master
画像

master
画像



master
画像

master
画像



master
画像

master
画像



master
画像

master
画像



master
画像

master
画像

master
画像




